
 

船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

   運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 令和２年１１月３日 １３時５０分ごろ 

発生場所 千葉県鋸南
きょなん

町保田漁港西方沖 

 保田港防波堤灯台から真方位２７２°１,５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.０′ 東経１３９°４９.１′） 

事故の概要  プレジャーボートCasablanca
カ サ ブ ラ ン カ

 Yuki
ユ キ

は、南進中、定置網に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和２年１１月２７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Casablanca Yuki、９.７トン 

 ２３０－３３３２５神奈川、有限会社相互印刷社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船：推進器翼に擦過傷 

定置網：浮子
あ ば

及びロープに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏  

事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、保田漁港を出港し、船長が、港

の西方沖に設置された定置網（以下「本件定置網」という。）の北側

の海域を西北西進中、前方にヨットが２隻見えたので、これらを避け

ようと左転して南進していたところ、至近にブイを認め、機関を中立

としたもの、本件定置網に乗り揚げた。 

本船は、絡索して航行不能となったので、船長が１１８番通報を行

い、その後、漁業協同組合により、絡索を除去してもらい、自力で定

係地に帰港した。 

 船長は、太陽が逆光となる状況で、ヨットを左転して避けて南進

中、ほぼ船首方に浮島が見えたので、本件定置網をかわしたと思い、

目視によって航行を続けた。 

 船長は、通常、保田漁港を出航する船舶と同様に、同漁港の防波堤

を出航したのち北側の暗礁と南側の本件定置網を避け、その間の水域

を西北西進し、目視によって南方に位置する浮島を本船のほぼ正横に

見てから左転し、浮島を船首方に見ながら南進していた。 

分析  

 

 本船は、太陽が逆光となる状況下、西北西進中、船長が、前方の 

ヨット２隻を左転して避けたところ、船首方に浮島を視認し、本件定

置網をかわしたと思い、目視により南進を続けたことから、本件定置

網に気付くのが遅れ、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因  本事故は、太陽が逆光となる状況下、本船が西北西進中、船長が、

前方のヨット２隻を左転して避けたところ、船首方に浮島を視認し、

本件定置網をかわしたと思い、目視により南進を続けたため、本件定

置網に気付くのが遅れ、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、太陽が逆光となる中、定置網が設置された海域を航行す

る場合、目視のみに頼らず、ＧＰＳプロッター等を適切に活用し

て本船と定置網との位置関係を確認し、定置網から十分な距離を

とって航行すること。 

 


